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はじめに

設立推進協議会では、平成２２年６月に策定した県域１農業共済組合構想の実現に向けて、１県
１組合化を推進する国の指導の下に、設立にあたっての基本的事項について審議を重ねてきまし
た。これまでに８回の設立推進協議会を開催するとともに、各組合の役員の方々にもその内容や議
事についてご報告をし、ご意見もいただきながら、慎重に取り組んできたところです。
その結果、ほとんどの基本的事項で方向性が得られた一方、一部には審議を継続している事項も

残っています。このパンフレットは、その概要についての要約版として作成をしたものです。

これまでの経緯

○農業共済組合を取り巻く状況
近年、農業者の減少と高齢化が急速に進み、農業共済組合の事業量も下降の一途をたどってい

ます。今後とも、共済資源の減少が見込まれるとともに、運営のために必要な収入の確保にも難し
い状況が続くことが予想されています。
このままにしておくと、農業共済組合の経営の健全性が損なわれ、ひいては組合員サービスにも

支障をきたすこととなります。

①共済資源の減少
平成２０年から平成３０年の１０年間で農業者（組合員数）は２割の減少、共済資源は２～３割

の減少が見込まれています。

②国事務費負担金の減少（国の財政悪化等）
国事務費負担金が毎年度３％減少するとの推計予測を行いましたが、実際には予測の２倍の

スピードで減少が進んでいます。平成１８年から平成２３年の５年間では、５組合合計で約１億円
（２割）減少しています。（６ページを参照）

③国事務費負担金の減少（合併割）
国事務費負担金の１９％を占める合併割は、これまで郡域を超える組合に加算されてきました

が、今後は現在の合併割の加算が段階的に減らされ、県域での合併を行った組合に加算される
方向にあります。

➃建物共済の加入資格
国は建物共済の加入資格のうち「農業を営む者」について、「出荷や販売を行わず、自家消費

目的のものは、農業を営むに該当しない。」との解釈を示しており、今後、資格者の減少が想定
されます。

○新たな組織再編構想の策定
農業共済組合が将来にわたっても農業共済制度を維持・向上させるために、組織再編計画検討

会議（安芸地区、香美郡、土佐、中央、四万十の各農業共済組合長、連合会参事、参事会長、職員
協議会長、農協中央会組織整備部長、県の関係課長で構成）において、平成２２年６月に県域１農
業共済組合（特定組合）構想を策定し、併せて、現在の６事業所体制で運営することを決定しました。
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○県域１農業共済組合（特定組合）構想
県域１農業共済組合（特定組合）構想とは、県内にある５農業共済組合が合併をして１組合となり、

連合会を承継することによって、県域の人材や資金などの全ての経営資源を有効に活用しながら、
経営基盤を強化し、組合員サービスの維持・向上を目指そうとするものです。
なお、連合会を承継した県域１農業共済組合のことを、農業災害補償法では、「特定組合」と呼び

ます。

○国からの指導について
平成２２年１１月には、国から農業共済団体と都道府県に対して「農業共済団体等における１県１

組合化の取組の推進について」が、指導文書として通知され、より一層合理的で効率的な制度運営
や農家の負担軽減などを果たすために、１県１組合化への移行を基本方針として推進することが示
されました。
これにより、全国の農業共済団体には、１県１組合化に向けての取り組みが求められることとなり

ました。（６ページを参照）

○高知県農業共済特定組合設立推進協議会
県域１農業共済組合（特定組合）の設立に向けては、数多くの課題があることから、設立推進協議

会（各農業共済組合長、連合会参事、職員協議会長、高知県協同組合指導課長で構成）を設置し
て、共に状況を確認し、目指す特定組合のかたちを話し合いながら、課題を一つ一つ解決する努力
を重ねてきました。併せて、関係者への啓発活動にも取り組んでいます。

基本的事項について

１ 全般
●県域１農業共済組合（特定組合）の名称と運営
： 高知県農業共済組合を組合名とし、安芸・香美・土佐・中央・高幡・幡多の６支所で運営します。

●合併の方式
： 新設の対等合併とします。また、県域１組合を設立した後、高知県農業共済組合連合会が
新組合に承継されます。

●職員の引き継ぎ

： 合併前日に在籍する全職員を引き継ぐこととします。
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２ 組織体制
●総代数
： 総代は組合員数３００人に１人とし、組合員総数約３万９千人に対して、１３２人とします。選挙
区については６つの支所の区域とします。

●基礎組織
： 共済連絡員、損害評価員については、現状の定数を引き継ぐこととします。

また、総代、共済連絡員、損害評価員、損害評価会委員の日当の単価については、半日当
４，０００円、１日当６，０００円を基本として適切な額を支給します。

●支所運営協議会
： 地域の声を事業運営に反映させるために、各支所に支所運営協議会を設置し、旧組合管内
の意見集約を行います。

●コンプライアンス態勢の確立
： 組合長直属の監査室において、法令遵守、公益通報、個人情報保護、内部監査、不祥事対
応、監査業務等に対応し、公共的団体としてコンプライアンス態勢の確立に努めます。

３ 職員処遇
●職員給与
： 職員給与については、現在の基本給を保障するとともに、組合間の給与格差については段階
的に解消をしていきます。

●退職給与金
： 退職給与金については、勤務年数を新旧組合で通算し、新組合の支給率で支給します。

●福利厚生
： 福利厚生については、全職員の意向調査により優先順位を付けた上で、あらためて決定しま
す。

●職員採用
： 将来、職員採用を行う場合には、本所において一括採用試験を行い、意欲と能力の高い人材
を確保します。

４ 財務等
： 予算は本所一括計上とし、支所には業務上必要な小払資金を確保します。

経営計画や経費削減計画については、国からの事務費負担金の削減など不確定要素も多
いことから、年度ごとに検証し見直しを行っていきます。

安芸 香美 土佐 中央 高幡 幡多 計

１２ ２１ ２９ ２５ ２５ ２０ １３２
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５ 事業
●水稲共済の掛金率の設定
： 水稲共済の掛金率については、地域間の被害率の格差が大きいことから、県域を１つの区域
とせず、支所の区域ごとに設定します。

●損害評価
： 損害評価会委員については、評価区域の広域化に伴い、例えば農作物共済（水稲共済）では、
１３４人を３０人に減らすとともに、実測による評価を基本とした体制に切り替えることにより、評
価眼の統一を図ります。

●損害防止事業
： 損害防止事業では、現在の事業を引き継ぐことを原則に、財政状況とのバランスの中で、有
効なものについては他の支所にも広げて県域で平準化していきます。

６ 電算システム
： 共済情報を新組合に一元化する必要があることから、ＮＯＳＡＩシステムの更新を行います。

７ 設立までの遵守事項
： 固定資産の取得・処分や引当金の取り崩しの凍結、職員の新規採用の制限、臨時昇給の禁
止、単年度黒字の達成などを遵守事項としています。

８ 設立の時期
： 目標とする新組合の設立日については、期日を設定し、その期日に向けて５組合が足並みを
揃えることとしました。その結果、平成２６年４月を設立目標日とし、共に取り組みを推進するこ
とについて、５組合の組合長をはじめ、全ての委員の賛同が得られたことから、推進協議会と
しての決定事項となりました。

審議を一部継続中の事項について

●理事数、監事数等
： 理事については、各支所均等割の定数に組合員数を加味し、併せて、女性枠を確保すること
で最終調整を図っています。常勤理事は置かず、本所に参事（職員）を置くこととしました。
監事については、県域で３人との意見がある一方、設立当初は３人では不足するのではない

かとの意見もあります。
また、役員定年制を採用し、就任時７２歳以下とします。
役員報酬の総額については、現在の６割以内に抑制する予定です。

●賦課単価
： 新組合設立後一定期間は旧組合の賦課単価を引き継ぐこととし、その後に賦課単価の統一
を行う予定ですが、その期間の長さや単価の統一にあたっての方向性等について最終調整を
図っています。
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○県域１農業共済組合（特定組合）の組織図

NOSAI部長（共済連絡員）・損害評価員・女性部員等

※通常は総会に代わる総代会により運営を行っていますが、農業災害補償法上、
総会は必置機関となっています。

※支所運営協議会は、「総代・NOSAI部長・損害評価員・その他必要なメンバー」を

構成員とします。

高知県農業共済組合（仮称）

理事会監事会

総代会 総 会

安芸支所

香美支所

土佐支所

中央支所

高幡支所

幡多支所

中央家畜診療所

高幡家畜診療所

本 所
支所運営
協議会

支所運営
協議会

支所運営
協議会

支所運営
協議会

支所運営
協議会

支所運営
協議会

損害評価会

組合員

※各支所の名称は仮称

農
業
共
済
組
合
は

こ
れ
か
ら
も

高
知
県
の
農
業
を

支
え
続
け
ま
す
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参考１ 全国の取組状況（平成２４年４月現在） ※ＮＯＳＡＩ全国調べ

●１組合化済（６都県）
群馬県、東京都、神奈川県、福井県、熊本県、沖縄県

●１組合化を組織決定し推進協議会で作業中（１１府県）
秋田県（２５年度）、茨城県（２８年度）、山梨県（未定）、富山県（２６年度）、滋賀県（２５年度）、
京都府（２５年度）、徳島県（２６年度）、香川県（２５年度）、
高知県（２６年度：平成２４年５月現在）、佐賀県（２５年度）、大分県（２６年度）

●１組合化を前提に検討中（１０府県）
宮城県（２６年度）、福島県（未定）、千葉県（未定）、石川県（２７年度）、愛知県（２６年度）、
大阪府（未定）、鳥取県（未定）、広島県（未定）、山口県（２５年度）、愛媛県（未定）

●検討中（２０道県）
北海道、青森県、岩手県、山形県、栃木県、埼玉県、長野県、静岡県、新潟県、岐阜県、
三重県、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県（２６年度を目途に検討）、岡山県、福岡県、
長崎県、宮崎県、鹿児島県

参考２ 国からの事務費負担金の推移（５組合の合計、単位：千円）

参考３ 設立推進協議会の委員（８名）
・安芸地区農業共済組合 組合長
・香美郡農業共済組合 組合長
・土佐農業共済組合 組合長
・中央農業共済組合 組合長
・四万十農業共済組合 組合長
・高知県農業共済組合連合会 参事
・高知県農業共済職員協議会 会長
・高知県農業振興部協同組合指導課 課長

参考４ 設立推進協議会の開催状況と主な決定事項
第１回（平成２２年９月） 「推進協議会規約」、「幹事会の設置」
第２回（平成２２年１１月） 「支所運営協議会の設置」
第３回（平成２３年２月） 「職員定数」、「設立までの遵守事項」
第４回（平成２３年７月） 「総代定数」、「予算編成と会計」
第５回（平成２３年１２月） 「損害評価体制」、「組織・機構」、「職員処遇」
第６回（平成２４年２月） 「退職給付引当金」、「本所、支所の機能分担」
第７回（平成２４年３月） 「基礎組織の日当、報酬」
第８回（平成２４年５月） 「目標とする設立日」、「水稲共済の掛金の取扱」

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

515,191 501,483 491,525 477,891 434,387 412,541
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平成２４年５月

高知県農業共済特定組合設立推進協議会

事 務 局： 高知県農業共済組合連合会 高知県農業振興部協同組合指導課

住 所 高知市升形１０－５ 高知市丸ノ内１丁目７番５２号

電 話 ０８８－８２２－４３４６ ０８８－８２１－４８０３

Ｆ Ａ Ｘ ０８８－８２２－４３４９ ０８８－８２１－４７０３

E‐Mail kikaku@nosai‐kochi.or.jp 162301@ken.pref.kochi.lg.jp


